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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから建設文教委員会を開催いたします。 

 今回の委員会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令中でご

ざいますので、密を避けるとのことから、正・副議長との協議により、全員協議会室で開催とさ

せていただきました。 

 また、円滑な委員会運営に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、上下水道課長につきましては、病気療養中のため欠席ですので、御報告いたします。 

 去る６日の本会議におきまして建設文教委員会に付託となりました議案について御審議いただ

くわけですが、その前に浅井副議長から御挨拶を受けたいと思います。 

 浅井副議長。 

副議長（浅井 泰三君） 

 改めまして、おはようございます。 

 今、委員長からお話がありましたように、協議させていただいた結果、全員協議会室で広々と

存分に御審議いただければということで変更させていただきました。議長に代わり御挨拶とさせ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶を受けたいと思います。 

市  長（永田 純夫君） 

 改めまして、おはようございます。 

 議員各位には大変お忙しいところ建設文教委員会に御出席、大変御苦労さまでございます。 

 今、国のほうでは菅総理が総裁選に立候補しないということで、今、大変な騒ぎになっており

ますけども、一刻も早く正常化をしていただいて、コロナの対策をはじめ国政について万全の体

制を取っていただきたいなというふうに思っております。 

 そのコロナでございますけども、今、関東のほうではそろそろピークアウトというような状況

でございますけども。中部のほうは知事がいつもお話をされておりますけども、大体２週間ぐら



－2－ 

い遅れて進むだろうということで、そろそろこの地方もピークアウトのような感じでございます

けども、いかんせん、第４波に比べても感染者の数が半端ない数字でございますので、いきなり

少なくなるということはないと思います。したがいまして、１２日、緊急事態宣言の期限でござ

いますけども、恐らく解除はされないだろうというように感じておるところでございます。市と

いたしましても、引き続き感染防止対策の啓発、そしてワクチンの接種に全力で取り組んでいき

たいというふうに思っておるところでございます。 

 本日は付託になりました案件につきまして慎重に御審議を賜り、全ての案件につきまして御承

認を賜りますようにお願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 どうもありがとうございました。 

 傍聴者はおみえでしょうか。 

議事調査課係長（鈴木 栄治君） 

 一般傍聴者の方はおみえになりません。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 当委員会に付託されました所管は、建設部と教育委員会の各所管でございます。 

 審議日程といたしましては、本日、建設部の審査をいただきまして、明日、教育委員会の審査

をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 なお、発議第１号の意見書（案）についても当委員会に付託されております。 

 それでは、最初に、認定第１号 令和２年度清須市一般会計決算認定について、所管ごとに歳

入歳出続けて、説明をお願いいたします。 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 新清洲駅周辺まちづくり課長の前田でございます。 

 認定第１号について、建設文教常任委員会建設部所管分の歳入を御説明いたします。 

 決算書１８ページ、１９ページをお開きください。 
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 １４款使用料及び手数料、１項使用料、１枚はねていただきまして、２０、２１ページをお開

きください。６目土木使用料、予算現額計６千２８０万７千円、収入済額６千４６９万７千７３

１円、１節道路橋梁使用料と２節都市計画使用料でございます。 

 続きまして、２項手数料、１枚はねていただきまして、２２、２３ページをお開きください。

３目土木手数料、予算現額７０万１千円、収入済額７５万６千５００円、１節都市計画手数料で

ございます。 

 続きまして、１５款国庫支出金、２項国庫補助金、１枚はねていただきまして、２４、２５ペ

ージをお開きください。５目土木費国庫補助金、予算現額計９億８千６３５万６千円、収入済額

８億１千５１０万３千円、収入未済額１億６千４２１万２千円、１節道路橋梁費補助金と２節都

市計画費補助金でございます。 

 １枚はねていただきまして、２６、２７ページをお開きください。 

 １６款県支出金、１項県負担金、３目土木費県負担金、予算現額計９千１０５万円、収入済額

９千３９万５千円、１節土地区画整理費負担金でございます。 

 続きまして、２項県補助金、１枚はねていただきまして、２８、２９ページをお開きください。

４目農林水産業費県補助金、予算現額計１千６１３万３千円、収入済額１千４１６万５千９００

円、１節農業費補助金のうち建設部所管は単独土地改良事業補助金２２０万円、緊急農地防災事

業補助金６３９万９千円、多面的機能支払事業補助金１９６万７千９００円、排水機維持管理事

業補助金１５９万７千円でございます。 

 続きまして、６目土木費県補助金、予算現額計７千５２９万６千円、収入済額６千５８６万５

千６００円、収入未済額３９０万円、１節道路橋梁費補助金から１枚はねていただきまして、３

０、３１ページをお開きください。３節都市計画費補助金まででございます。 

 続きまして、３項県委託金、４目土木費委託金、予算現額計７０万円、収入済額３０万５千３

７１円、１節都市計画費委託金でございます。 

 続きまして、２枚はねていただきまして、３４、３５ページをお開きください。 

 １９款繰入金、２項基金繰入金、１目基金繰入金、予算現額計１０億４千７００万円、収入済

額１０億４千７００万円、１節基金繰入金のうち建設部所管は都市計画施設基金繰入金２億円で

ございます。 

 続きまして、２１款諸収入、１枚はねていただきまして、３６、３７ページをお開きください。

５項雑入、２目雑入、予算現額計５億８千５５８万８千円、収入済額５億６千２７１万８千４９
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４円、収入未済額１千４３２万７千７６４円、１枚はねていただきまして、３８、３９ページを

お開きください。５節農林水産業費雑入と７節土木費雑入と８節消防費雑入で、５節農林水産業

費雑入のうち建設部所管は土地改良施設維持管理適正化事業交付金３千６０万円、８節消防費雑

入のうち建設部所管は庄内川水防センター光熱水費負担金５４万７千３８６円でございます。 

 続きまして、２２款市債、１枚はねていただきまして、４０、４１ページをお開きください。

１項市債、１目土木債、予算現額計１１億４千万円、収入済額８億１千７００万円、収入未済額

２億２千２００万円、１節道路橋梁債と２節都市計画債でございます。 

 以上が建設部所管の歳入でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木課長の松村です。よろしくお願いします。 

 続きまして、建設部所管の歳出について説明申し上げます。 

 決算書の６６、６７ページをお開きください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２枚はねていただきまして、７０、７１ページをお願いします。

３目環境衛生費、予算現額計１４億３９万５千円、支出済額１２億７千２９６万１千４２２円、

８節旅費から２２節償還金、利子及び割引料まででございます。 

 建設部所管につきましては、市道西牧新田１１２号線等整備費１億１千６２９万９千２６０円、

市道野田町１号線等整備費２千２９４万６千円、市道五条川２号線等整備費６千３３７万６千５

００円、市道朝日貝塚東線等整備費１千９０２万２千７１３円、一場地区公園整備費２千３７８

万１千１４９円、繰越明許費繰越事業、市道西牧新田１１２号線等整備費１億９千７２５万４千

５００円でございます。 

 １枚はねていただきまして、７２、７３ページをお開きください。 

 ３項上水道費、１目上水道費、予算現額計３０８万円、支出済額３０８万円、１８節負担金、

補助及び交付金でございます。 

 建設部所管といたしましては、名古屋市上下水道局水源施設負担金２９６万円でございます。 

 続きまして、６款農業水産業費、１目農業費。 

 １枚はねていただきまして、７４、７５ページをお開きください。 

 ４目農地費、予算現額計１億１千２５５万６千円、支出済額１億１千１０７万３千８５０円、
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７節報償費から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 続きまして、７８、７９ページをお開きください。 

 １目土木総務費、予算現額１億８４０万１千９７０円、支出済額１億２３０万２千９９８円、

繰越明許費５３９万５千円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 ２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、予算現額計１千１０４万５千円、支出済額１千１０２

万５千３６０円、１１節役務費から１枚はねていただきまして、８０、８１ページをお開きくだ

さい。１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 ２目道路維持費、予算現額計３億３千５２２万８９５円、支出済額３億３千３０６万１千８２

４円、１０節需用費から１５節原材料費まででございます。 

 ３目道路新設改良費、予算現額計１億１千３６６万３千円、支出済額１億１千３１２万１千８

００円、１０節需用費から２１節補償、補填及び賠償金まででございます。 

 ４目橋梁維持費、予算現額計９千４６０万６千１０５円、支出済額８千９４９万１千１０５円、

繰越明許費５１１万５千円、１２節委託料から１４節工事請負費まででございます。 

 ５目橋梁新設改良費、予算現額計１億６千８０５万８千４３５円、支出済額１億４千７８６万

３千２４１円、繰越明許費１千８００万円、１２節委託料と２１節補償、補填及び賠償金までで

ございます。 

 ３項河川費、１目河川総務費、予算現額計５千９３６万１千円、支出済額５千８６０万３千５

３１円、１０節需用費から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長、長谷川です。 

 引き続き、都市計画課より説明させていただきます。 

 １枚はねていただきまして、８２ページ、８３ページをお開きください。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費、予算現額計１億６千６５２万５千３０円、支出済額１

億６千３６８万２千６０３円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 ２目土地区画整理費、予算現額計１７億９千２３２万３千２６２円、支出済額１３億１千５５

万２千７６２円、繰越明許費４億８千８３万５千２５８円、１節報酬から２１節補償、補填及び

賠償金まででございます。 
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 ３目街路事業費、予算現額計８千３２６万６千円、支出済額７千５万６千１２０円、１０節需

用費から１６節公有財産購入費まででございます。 

 ４目鉄道高架費、予算現額計１１億２千１４０万７千１４６円、支出済額６億８千９３９万８

千６７０円、繰越明許費３億３千３９６万２千８９８円、８節旅費から次のページ、８４、８５

ページをお開きください。２１節補償、補填及び賠償金まででございます。 

 ５目公共下水道費、予算現額計９億９千５１３万円、支出済額９億９千３９０万９千４６６円、

１０節需用費から２３節投資及び出資金まででございます。 

 ６目都市下水路費、予算現額計７千２１９万９千円、支出済額６千４２６万５５０円、１０節

需用費から１４節工事請負費まででございます。 

 ７目公園費、予算現額計２億１千５４８万３千円、支出済額２億１千３５４万５千７９６円、

１０節需用費から１４節工事請負費まででございます。 

 ９款消防費、１項消防費、１枚はねていただきまして、８６、８７ページをお開きください。

４目防災対策費、予算現額計９千１５２万９千円、支出済額８千３０１万５千３１４円、１節報

酬から８８、８９ページをお開きください。１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 建設部所管といたしましては、庄内川水防センター費３８８万３千１７８円でございます。 

 以上、建設部所管の歳出でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただき、指

名の後、名前を名のってから、質疑、あるいは答弁に入っていただきますようお願いいたします。 

 なお、質疑についてはページごとに行います。 

 それでは、歳入の１８ページ、１９ページ、質疑のある方、挙手をお願いいたします。よろし

いですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 続きまして、２０、２１ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 続きまして、１枚はねて、２２、２３ページ。ございませんか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 続きまして、１枚はねて、２４、２５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 続きまして、もう１枚はねて、２６、２７ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 次、２８、２９ページ。 

 白井委員。 

白井 章委員 

 白井です。 

 ２８ページの一番下、土木費の県補助金、収入未済額ということで３９０万円上がってますけ

れども。これは予算では国土調査事業費等補助金ということで上げられてますけども、この収入

未済額になりました理由はどんな理由でしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木の松村です。 

 この未済額につきましては、議員おっしゃるとおり、地籍調査の補助金になりまして、地籍調

査事業が地権者等の理由により繰越しをしております。その関係で未済額というふうになってお

ります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 そういうことはいつ分かりましたんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 
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建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 繰り越すというのが年明けぐらいになりましたので、その手続を取らせていただいて、今、現

状こうなっているという状況でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員、よろしいですか。 

白井 章委員 

 はい。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 今の２８、２９ページ。よかったですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、続きまして、３０、３１ページ。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 では、飛びまして、３４、３５ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 続きまして、３６、３７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 次、３８、３９ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 入の最後、４０、４１ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、歳出のほうに入ります。 

 ちょっと飛びまして、６６、６７ページ。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、２枚はねて、７０、７１ページ。よろしいですか。 

 では、続きまして、次のページ、７２、７３ページ。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 では、また次のページの７４、７５ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 では、２枚はねて、７８、７９ページ。 

 白井委員。 

白井 章委員 

 白井です。 

 土木総務費の地籍調査費の支出済額が９千７８４円で、当初予算では５９０万２千円というこ

とで予算が上がっておりますけども、執行が０．２％というような状況ですけども。この理由を

お聞かせください。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 地籍調査費の執行ということでよろしいですか。 

 先ほど説明したとおり、繰越明許費ということで繰り越しております。５３５万７千円という

ことで繰越しはさせていただいておるんですけども、入札をした結果、この金額になったという

ことで、この金額を繰越しさせていただいて地籍調査費の費用ということにしております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 今よく分からなかったんですけども。当初予算にしたことについては、予算の内容は執行され

なかったんですよね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 執行はされておるんですけども、入札をさせていただいて契約等はさせていただいておるんで

すけども。地権者との調整等がありまして、繰越しさせていただいているということになります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員、よろしいですか。 

白井 章委員 

 はい。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 今の７８、７９ページ、他にございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 なければ、次の８０、８１ページ。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永です。 

 道路維持費のところで、主要施策成果報告書２３２ページになるんですけども。道路ストック

点検費のところなんですが、この委託料そのものが前年の倍ぐらいになっていますね。２千５０

０万円ぐらいになってますけども、それらの内容をお聞きしたいのと。たしか修繕計画を策定し

ていく中で、その計画を提出すると国から補助金がもらえてという形になっていると思うんです

けども、市内の道路の総延長に対してこの修繕計画はどの程度のものが立てられていて、計画に

沿った進捗率とか聞かせていただけますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 前年度と比べまして費用が上がったというのは、前年度１８キロの道路の点検をさせていただ

きました。令和２年度につきましては２４キロの道路の点検をさせていただきまして、その約６
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キロですね、その分が増減したということでございます。 

 すみません、進捗率は今、資料がございませんので、また再度確認させていただいて、後から

御報告させていただきたいと思います。 

 お願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 清須市内は、いわゆる車が通る道路のために構造的に造られているものと、もともとそうじゃ

なくて、いわゆる農道に近いような状況の構造のものがあって、傷みやすいというものが結構あ

ると思うんですね。そういった道路に関しては修繕計画には入ってくるんでしょうか。現実的に

は構造が違っていて傷みやすいのは傷みやすいんです。ただ、そこは市街化区域で車の往来も多

いですし、重量物を積んだ車も走ります。そうすると傷みますので、道路だけじゃなくて側溝も

傷みますけども、こういったものも策定計画には入ってきているんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村部長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 農道舗装というか、市街化調整区域の道路も対象にはなっておりますので、そういったところ

も併せて修繕計画に定めるということになります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 そうすると、清須市全体の道路の総延長に対してこのストック事業はどの程度の進捗率かって、

今、資料がないということだったんですけど、また後日でも結構です。改めて教えていただきた

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 
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 飛永です。 

 下の街路灯費のところで教えてください。 

 主要施策が２３３ページであります。 

 決算額は５千１５万円ということで、前年より５６０万円減りましたということで。これは私

の記憶が定かじゃないかもしれませんが、以前はＬＥＤに変わる前はたしか、電気代と維持費を

合わせて８千万円とか９千万円とかかかったものが、今、全体として５千万円に抑えられている

ということ、この理解でよろしいですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村です。 

 そのとおりでございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 教えていただきたいのが、街路灯管理費のアの修繕箇所４０か所とありますけども、これは前

年が１９か所だったんですね。修繕の内容は一律ではないとは思うんですが、どういった内容の

修繕が発生していて、これは９１万円入っているんですね。費用はどういった内容だったんです

かね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 街路灯ですけども、単独で建ってたりしたのが、支柱がどうしても地際で傷んでたりするだと

か、車がぶつけられたりだとか、そういったことで修繕をさせていただいてる費用になります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 分かりました。 
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 街路灯整備費の街路灯整備費（２）のほうなんですけれども、新設に関してですね、前年２９

に対して令和２年度は２０本であったということなんですけども。この新設に関しては、上段の

リース料とは別で、全て機器の購入、工事費からを全部リース事業とは別で取付けをされておる

んでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 リース料といたしまして本数が決まっておりますので、それ以降に新設する街路灯につきまし

ては市のほうで購入させていただいて、新たに設置しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 新設で設置する場合の、これも２０本は２０本で全部事情は違うと思うんですが、概ねどうい

うことだったのかということ。もともと街路灯がついておる計画のところは市街化区域だったり

とか家があるとこだったと思うんですけども、プラスでついとるということはどういう事情でつ

いたのかということと。この２０本だけに限らず、令和元年度と足すだけで４９本ありますよね。

これらの維持管理の計画がどうなっているか教えていただけますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 新設の街路灯につきましては、住宅等が建ったりだとか、そういうことで地元からの要望があ

った箇所について新設をさせていただいております。 

 管理費につきましては、主に点検等とか電気料になるかと思うんですけども、逐次やらさせて

いただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 
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 これは土木課が新設した分、リースとは別の分は土木課が直接管理をしとるということですか。

もしくは、このリースを請け負っていらっしゃるところに追加で維持管理をお願いするというこ

とはできないのか。すると効率的でないのか、したほうが効率的なのか。そういうことって御検

討されたことはございますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 リース品につきましては、リース会社に維持管理していただいておりまして、新たに新設した

分につきましてはお願いはできませんので、市のほうで維持管理等はさせていただいている状況

でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 これは今、最後に聞きましたけど、維持管理やっている業者さんに併せてお願いすると効果が

あるのかないのか、経費的にどうなのかということは検討されたことはございますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 リース料は１０年ということで決まっておりますので、それにプラスアルファは難しいかと思

いますので、現行、市のほうで管理ということで今、進めております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 よろしいですか。８０、８１ページ。 

 白井委員。 

白井 章委員 

 白井です。 

 橋梁維持費について伺います。 

 成果報告書のほうは２３６ページになりますけれども、市が管理する橋梁について、定期点検
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と補修工事を行ったということで、８千９００万円余りという決算額になっております。まず、

お聞きしたいのは、市が管理する橋梁はどれだけあるんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 市が管理している橋梁は大小様々ですけども、一応、６１橋あるんですけども、そのうち白弓

橋が今、工事中でございますので、現時点では６０か所ということになります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 それでですね、まず、橋梁の点検を行いますよね。効率的な維持管理を推進するために道路法

に基づいて定期点検を計画したということになってますけど、ここに書いてある内容は、定期点

検を計画し、実施したという意味ですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 そのとおりで点検しておるということでございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 ６１か所ありますけれども、そのうちの定期点検を１年に何か所行うんですか、お聞きします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 １年に何か所というか、計画的に点検をしておりますので、その年度、年度によっては橋梁の

本数が変わるということでございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 白井委員。 

白井 章委員 

 計画的にやっていくなら、６１あるんなら今年度は何か所で、来年度は何か所で、そういう計

画はあるんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 計画に基づいて６１か所をさせていただいております。１０年でその６１か所ということで計

画させていただいておりますので、大きい橋もあれば小さい橋もありますので、その予算の配分

に合わせて本数はいろいろと増えたり減ったりしますけども、以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 令和２年度で実施された定期点検を行ったのは、どこの橋梁なんですか。橋梁名は。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 １４か所やらさせていただきまして、市役所の目の前の新川小橋ですね、そういったところと

か、新川の川の中に小さな用水路をまたいでいる橋があるんですけども、そういったところの橋

を１４か所やらさせていただきました。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 そうすると、例えば、令和２年度に１４か所点検しましたね。それで、補修が必要だという判

定されますよね。その必要な場合は来年度にそれを行うんですか。どういう予定でやってますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 
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 そのとおりでございまして、新川小橋につきましては今年度策定させていただいているんです

けども、令和２年度に点検させていただいて、令和３年度に点検結果を基にどういうふうに補修

するかという委託をさせていただいて、令和４年度から工事をやるということになりますので、

どうしても２年遅れぐらいの工事ということになります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 分かりました。 

 そうしますと、例えば、令和２年度では補修工事、野田町橋をやってますよね。これは令和元

年、昨年度に点検をされて、改修の設計されたんですかね。で、令和２年度に行ったということ

ですけど。今回委託料の中に北野橋等々ということで実施設計されてますよね。これは令和３年

度でやる予定なんですか。今年度。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木の松村です。 

 北野橋は令和２年度の後半で設計をやらさせていただいております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 ですから、それの補修工事というのはいつやるんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木の松村です。 

 北野橋は令和２年度後半で整備等をさせていただいております。実際、修繕をしております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 
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白井 章委員 

 令和２年度にやったんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 そうです。令和２年度にやらせていただいております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 ここには入ってないですよ。これは令和２年度の決算書でしょう。令和２年度は野田町橋をや

りましたと。それに７千５００万円余り事業費がかかりましたということですよ。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 野田町橋は改修を令和２年度にやらさせていただいております、春日の橋になりますけども。 

白井 章委員 

 令和２年度に事業費をかけて工事をやったらば、この支出科目の中に入ってこないとおかしい

でしょう、令和２年度の決算では。そこら辺はどうなっていますか。 

 そうしましたらね、橋梁の一覧表と定期点検をやられてます定期点検の判定結果とか、そうい

うことを一覧表は作ってあるんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 あると思います。 

白井 章委員 

 そういうような一覧表でですね、今まで公表されたことないですよね。だから、一度そういう

のを見せていただきたいんですね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 
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建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 分かりました。資料、今日間に合うかどうかあれですけども、準備させていただきます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松岡副委員長。 

建設文教委員会副委員長（松岡 繁知君） 

 松岡です。 

 ページ８０の一番下、河川費、河川総務費の中の五条川ふるさとの川管理費ということになっ

て、これは毎年予算で計上されて行っている事業なんですが。この五条川の場所、今年はどこを

やったという場所というのはあるんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村です。 

 毎年やるところは同じでございまして、清洲城と清洲公園、それから清洲中学校の五条川の除

草等の作業をさせていただいております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松岡副委員長。 

建設文教委員会副委員長（松岡 繁知君） 

 この中の委託料、草刈りという部分と緑地管理業務というんですか、緑地管理業務というのは

主にどのようなことを。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 清洲公園の堤防上にある芝だとか清洲城あたりにある芝等、あと低木等の管理をさせていただ

いているものでございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松岡副委員長。 
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建設文教委員会副委員長（松岡 繁知君） 

 そうすると、ここの目的でもある良好な水辺の空間という部分も含めて、川の中の石とか、あ

あいうのを取るという作業はこの予算の中には入ってないということですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村です。 

 そこまでの費用は入っておりません。県管理ということで、川の中までは作業はしてないとい

う状況でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松岡副委員長。 

建設文教委員会副委員長（松岡 繁知君） 

 それは今後もそこに関しては行わないという。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村です。 

 川の中には特に石だとかそういったのはする予定はございません。 

 また、今年度、県のほうでこの辺りの土砂を撤去するという話は聞いておりますので、そこで

やっていただければと思っています。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松岡副委員長。 

建設文教委員会副委員長（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 
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 白井です。 

 一番下のほうの雨水貯留施設費について伺いますが。これは雨水貯留施設ですが、市の貯留施

設としては１３施設あるんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 そのとおりでございます。１３か所あります。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 これはオープンの調整池と地下の埋設の貯留池がありますよね。ここに主な支出科目でずっと

出てますけども、これは全ての貯留池に関係することですか。それとも、ある特定の貯留池に関

係することでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 点検等は全ての貯留池が該当するものでございまして、今回の維持管理の中では土田の調整池

のしゅんせつをさせていただいたのと、カルチバ新川にあるポンプの修繕をさせていただいたの

が該当する工事になるかと思います。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 電気代というのはですね、全てではないですよね。地下の貯留池ですか。ポンプがあるとこで

すか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村です。 
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 ポンプがあるところの電気代ということになりますので、地下でもオープンでも、ポンプがあ

ればそこの電気代は必要になるかと思います。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 せっかく決算書で実行したことがまとめられてますけど、これを読むだけではそういうことが

なかなか見えてこないです。もう少し分かりやすく、どれだけの施設かあって、どうやって結果

がどうだったと。工事がこことここをやりましたというようなことに、決算書の表し方というか

書き方というのは御検討いただきたいなと思いますけども、いかがですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 件数等は今後書くようにさせていただきます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかに８０、８１ページ、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 なければ、次の８２、８３ページ。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永でございます。 

 民間木造住宅耐震化促進費について教えてください。 

 主要施策は２４１ページになります。 

 これは建築基準法が改正された昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅が対象という

ことになっております。耐震診断が２２件、補助があって、昨年度が費用でいくと６５万円だっ

たので、件数としては多分増えていると思いますけども。下の補助金のところが結果的に２件と

いう形になっておる。それプラス除去した方が３件、５件の方は耐震後、何らか、このまま建て
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るのは危ないなということで直したり、今後住むのは危ないなということで壊されましたよね。

残りの１７件の方はどうされたか、こうされたというのは、何か傾向性とかあれば教えていただ

ければと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長、長谷川です。 

 おっしゃるとおり、木造住宅の解体とか修繕を考えているという方が主に耐震診断を希望され

るんですが。詳細な統計までは取ってないんですが、予算のこととか、ちょうど点検をするとき

にどれぐらいの判定というか件数を出して、どれぐらいの危険度があります、あと修繕するには

幾らぐらいかかります、というところまでこの調査結果でお知らせするので、それに基づいて修

繕をするのか解体をするのか、もう少し時間を置いてやるということもありますので。今のとこ

ろ去年の調査の方に対して、まだその結果を踏まえてどうやったかという調査は今後していこう

とは思いますが、すぐに撤去する方もいれば、少し時間を置いてやられる方というのもおられる

のは事実でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 この事業は減災対策という目的が一つ大きなものがありますから、ぜひ、何らかの理由がどう

あったとか、住んでる住宅の危険度がどうですよっていう判定が出て、すぐ１年、２年の間に考

えてくださいねという程度のことなのか、起こる災害によっては、ということもありますので、

いわゆる防災減災対策を一つ練り上げていく上でもこういう調査をされた方、何らかの形で興味

があると思うので、声を拾っていただければなというふうに思います。 

 あともう１個ですね、清須市内に建築基準法上、昭和５５年以前のものでどれだけあって、市

としてどれだけ危険度を感じているか、こういうのって何か分かるんですか。壊したとか耐震工

事をやったとか、進捗もあるかもしれませんけども、ざっくりどんな感じなんでしょう、多いん

ですかね、昭和５５年以前というのは。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 ちょっと調べさせてください、すみません。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 後ほどで結構です。 

 耐震化率が清須市は進捗が他の自治体と比べて平均的に遅れを取っておるというようなイメー

ジがあったので、また教えてください。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 では、後ほどお願いいたします。 

 ほかにこのページで。 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 成果表の２４２、２４３ページになるんですけど、これは空家対策とブロック塀の関係でとい

うことで、危険なものに対して市が補助金を出して解体を促進するとか、ブロック塀の撤去をと

いうことなんですけど。これは８件と１０件、実績が出ているわけなんですけど、地区ではどち

らになります。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 すみません、今、資料が手持ちでないので、地区はまた改めて報告させていただきたいと思い

ます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 空家の解体促進ということですけど、当然、危険なものは早く壊してもらわないかんというこ

となんですが。清須市もいろんな地区がありまして、前から問題になっております木密、先ほど

飛永委員からも出ておりますけど、古い建物で公道に面した建蔽率の高いところで道路ぎりぎり



－25－ 

になっている危険な建物というのもあれば、大きな敷地内の真ん中に建ってるような家もあると。

空家の促進補助金そのものは、古い建物を壊すということになりますと、どこの地区でも出るわ

けですよね。そういうことになりますと、本来の市の目的から外れるんじゃないかということも

思うんですけど。今後、空家対策と昨年の１０月から組織変革がありまして都市計画に移された

ということで、今後の方向性がもし変わるようであれば、この対策に対して、より効率を上げる

ために何か施策というのは考えてみえるのか。また、もうちょっと変わっていただかないかんと

いうふうにも思うんですけども、どうでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 空家対策につきましては、この制度としては国の制度で、市全体が対象になるものになってお

ります。ただ、委員おっしゃるとおり、木密地区でやはり大規模な火事も実際にあって、そうい

ったところの対策というのも必要性は重々感じております。したがいまして、現在、都市計画の

基礎調査というのを行っている中で、木造住宅の密集しているような市街地の調査もそこに含め

て実施をしておりまして、そこの対策を今後考えていくような計画を立てていきたいというふう

には考えております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 今、伊藤委員が言われたところで同じところになるんですけども、今、木密地区の対策という

ふうに言われましたけども。以前、例えば、そういう密集しているところは防災空地、いわゆる

延焼しないために空地をつくったり、あとは空地だけじゃなくて、そこに防災倉庫を造ったりす

ることが大事で、補助金が出たりとかして、いわゆる防災力を上げていくまちづくりということ

を推進されとったと思うんですけども、これは何年か前になるんですが。そういったことは、空
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家対策をしていく中で、前は所管が違ったので、今年度から都市計画へ来ているので、空家対策

をしているまちづくりというのをどんどん進めていってもらいたいんですけども。そういったこ

との取組については、現状どんな御認識かお伺いできますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 以前にそれをやっていたかというところの認識がなくてですね、先ほど申し上げましたとおり

木密地区の計画で、これは国の補助事業でもあるんですが、そこに採択できるかどうかというの

を今、調査をしているところなんですが。解体に伴って道路を広げる。そして、空地についても

地元に管理をしていただくような形を取ることで、市が購入できるような制度もあるそうなので、

その辺を含めた計画が立てれればなということは考えております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 せっかく都市計画の所管になったので、ぜひ、防災力の高いまちづくりを進めていただきたい

と思うのが１つと。もう１点、先月悲しい報道がありました、今、伊藤委員が言われたような大

きな敷地の中の大きなお屋敷が傷んでいて、空家だと思われていたようですが、どうもその中に

人が住んでみえて、雨と風の影響で崩れて亡くなられたという事案がございましたけれども。こ

ういった家屋に対して、所有者に対しての危険勧告というと変ですけども、そういったこととか、

あとは現状どういって使われているかの調査とか、見るからに危ないとこがあるもんですから、

そういった勧告とか通達活動みたいなことって、何か基準があって今やられているんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 長谷川です。 

 以前まだ都市計画課所管の前に防災行政課の所管のときに空家の実態調査というのはやってお

りまして、空家台帳というものが整備されております。 

 今その空家と言われているものは、我々の把握では２００軒程度あるというふうに認識してお
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ります。アパートの空室とか、そういったところは全て除外をしておるんですが、一応、その２

００軒というのが近所の方からの情報ですとか、市政推進委員さんからの情報、そういったもの

を基に台帳は整備しております。そこの全てに対して何か通知をしているということは、まだ今

のところやってないんですが、地元の方から御連絡をいただいた際は、職員のほうはそこに出向

くなり、所有者を調べて適正な管理をしてくださいというような通知を差し上げたりということ

はしておりまして、それをすることによって半数程度の反応はあって、対策もしていただいてい

るというふうに認識しております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 空家とか空地は、御存じでしょうけども、これから増えていく傾向にあります。なので、今、

２００軒、情報があれば現状の掌握をしていただいて、計画的な管理なり通達なりというのはや

っていただいておいたほうが、数が増えちゃうので管理がどんどん大変になると思いますし、そ

の後、結局、最終的に報告待ちのような格好になって、発生してから対応するというようなこと

になってしまうと、先月のような悲しいことが起きる可能性がありますから、できるだけ事前に

現状掌握した上で、危険度の認識をしてということを進めていただければいいなと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 もう１つ、民間のブロック塀のところなんですけども、これは令和２年度で１０件、総延長１

６１メートル、令和元年度も１０件で２１１メートル撤去ができているということなんですけれ

ども。いわゆる公道に面していて危ないとかいうブロック塀の点検は多分されたと思うんですが、

それに対しての撤去の進捗率とか現状の認識とか、そういったことがあれば教えていただけます

か。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 平成２９年の地震を受けて、危険なブロック塀の調査というのは県の職員と一緒に実際回って

おります。その中で、まず道路に面しているブロック塀がこの補助の対象にもなっているんです

が、そういったところがかなりあるのは認識をしておるんですが、中まで入って控えがあるのか
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どうか、ちゃんと鉄筋が入っているのかとどうかというところの調査までは当然できてる状況で

はないので、進捗率というところも、危険なブロック塀がどれだけあるかの把握までには至って

ない状況です。 

 ただ、やはり通学路でありますとか、そういったところで、この場所に危ないブロック塀があ

るというお話は何度かお聞きしておりますので、その都度、職員のほうが所有者のほうと接触を

図って対策を取っていただくような形をお願いしております。 

 ただ、どこまで行っても対策をするのは所有者の方なので、全てがやり切れているものでもな

いので、今後もう少し啓発のほうは図っていければというふうに思っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 たしか、平成２９年の地震で壊れたブロックというのが学校のプールのブロックで、たしか積

み増しか何かしてあったりとか、控えがなかったりとかするっていうのが、管理者が認識があっ

たどうかは別にして、結果的にはそういうものであったということに対して、今の鉄筋とか控え

の調査はできていないということに関しては、大丈夫かなという感じはしますね。 

 結局、所有者の方が、何かあった場合は過失が問われるのか損害賠償か分かりませんけども、

そういったこともお伝えするだけでもというのが１つと、通学路とか道路に面しているものに関

しては、こういう調査を進めておいたほうがいいんじゃないかなと。所有者の人にとっていいこ

とになると思うので。お金はかかるにしても、市が進めている事業から見ると、こうですよとい

うことを教えてあげるのがいいのかなと思うんですけども。進めてもらえるようによろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 そうですね、できるだけ職員のほうが見回って、気になるところについてはお話をさせていた

だくようにしたいと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 ここで、１０時４５分まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時３２分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時４５分 再開 ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 休憩前に引き続きまして、委員会のほうを再開いたします。 

 なお、先ほど保留となっておりました飛永委員に対する回答のほうが長谷川次長のほうから出

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 先ほどは大変失礼いたしました。 

 先ほどの飛永委員の質問についてお答えさせていただきます。 

 昭和５６年以前の住宅の軒数ですが、こちらは固定資産台帳から算出しておりまして、対象の

住宅は６千９７３軒ございました。令和２年度末で耐震化率としては６０％ということになって

おります。 

 ちなみに、木造以外、非木造の住宅もありますので、それを合計しますと、昭和５６年以前の

建物というのが８千８３棟ございまして、令和２年度末の耐震化率は６７％ということになって

おります。 

 以上です。 

 先ほどの伊藤議員の御質問なんですが、空家の解体の８軒の軒数の内訳を地区で御説明させて

いただきますと、清洲地区が３軒、新川地区が４軒、西枇杷島地区が１軒の８軒ということにな

っております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 よろしいですか。 

 あと１点、松村次長のほうからの回答は後ほどということでよろしいですか。 

伊藤 嘉起委員 

 ブロック塀の件数の内訳も。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 分からないようでしたら後ほど。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 
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 西枇杷島が４件です。新川地区が２件、清洲地区３件、春日地区が１件になります。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、今の８２、８３ページ、ほかにございませんか。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永でございます。 

 清洲駅前土地区画整理及び新清洲駅北土地区画整理に関連することを教えてください。 

 まず、清洲駅のほうの財源のところなんですけれども、１億７千万円の全体のうち国庫補助金

が約５千万円ぐらいということは、３分の１ぐらい、一般会計から３千６００万円で地方債があ

るという状況になっておりまして、新清洲駅のほうでも同様に９億１千２００万円がそのように

分かれております。こちらの監査委員さんのお言葉をお借りすると、「土地区画整理事業などの

都市計画事業の管理推進など、本市に多くの課題があり、経費の財源不足を基金の取崩しや地方

債に頼らざるを得ない状況が続くと考えられます」というふうに書いてあります。特にお聞きし

たいのが、地方債のことなんですけれども、清洲駅前のほうはまだ金額的に前年が３千４００万

円地方債発行で今年度は８千８００万円なので、１億２千万円ぐらいの地方債なので、全体事業

は多分４０億円ぐらいの事業だったので、まだこれから地方債の発生がしていくのかなと思って

見ておるんですが。新清洲駅のほうが僕はうろ覚えでごめんなさい。最初、全体事業が５０億円

ぐらいでしたっけ。追加で何十億円かという話になりましたよね。これだけ改めてもう一回教え

ていただけますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 新清洲駅周辺まちづくり課の前田です。 

 当初５２億円から７２億円に増額しとるんですけど、その部分につきまして、全体事業の中で

国費が約１９億円、県費が１億円、そのほかが一般財源で、起債その他の基金を充てさせていた

だいているような状況になっております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 
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飛永 勝次委員 

 分かりました。 

 残りの５２億円が一般財源と起債と基金という認識でいいですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 そうなります。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 では、残り５０億円のうちの地方債はどれぐらい起債する予定ですか。 

 現在起債の額も教えてください。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 実際、最終ではまだ見込み段階で、財政課と今後協議しながら進めていく話にはなるんですけ

ど、ざっと２３億円ぐらいを見込んでいる状況でございます。 

 現在、実際幾ら起債が発行してあるかというと、令和２年度で１４億円ぐらい支出しておる状

況になります。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 となると、起債の予定が２３億円のうち１４億円も発行しているということは、半分以上予定

をもう食っているということですよね。それに対しての事業の進捗率から見たときに、これは一

言で言うと、どれぐらいまで健全な範囲でやっていると言い切れることなのかなと思ってお聞き

できればと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 
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 今の事業の進捗率につきましては、令和２年度末で６４．２％の進捗率になっております。あ

と令和３年から７年で、取りあえず休止状態になりますので、概ね順調に進んでおるという認識

でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 監査委員が言われておる健全な運営をということの中で課題も多くあるよという話になってい

るので、今なかなか市民がみんなガラス張りで見れるという状況にはないと思うんですけども、

できたら、何かで課題、進捗というのも含めて見せていただいたほうがいいんじゃないかなと思

います。 

 今お聞かせいただくと、一般財源と基金の取崩しで２０億円使いますと。何年かけて使うかと

いうとまだ分からないんですけども。それにプラス起債分がこれからまだ増えて、最終的に市民

の負担になるのか、いわゆる基本財政力に加算がされて交付税措置がされるものなのか、全体的

な財政の運営に関して、総務とかそちらのほうと連携を取りながら、必要だからやっていただく

ということなんですけども、人口減少、少子高齢化に伴う民生費の増加、こういったことはどっ

ちにしても待っているものなので、バランスをしっかり見ていただきたいなということを思って

質問しましたけども。健全に進めていただけるように、また今後もしっかりよろしくお願いをい

たします。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかに、８２、８３ページございませんか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 成果表の２５１ページになるんですけど、街路樹のことで質問します。 

 こちらに書いてある都市計画道路の維持管理ということですけど、管理路線は都市計画道路全

てで１４路線ということでよろしいですね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 そのとおりでございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 これは当然除草ということになりますと、除草、樹木の剪定ということになっておりますけど

も、花壇が備わっとるということですよね。主に花壇の除草と樹木の剪定ということですよね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画、長谷川です。 

 そうです、街路樹があるところ、高木と低木とございますので、そちらの管理ということにな

っております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 路肩なんかに関しては、当然、地主がいるというのがほとんどだと思うんですけど、そちらに

ついての費用はないわけですね。ありますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 長谷川です。 

 あくまでも都市計画課の管理のほうは、街路樹周辺の管理だけとなっております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 堤防なんかですと、堤防という敷地にいたしましても、道路から１メートルは道路管理者のほ

うが除草するとか、そのようなルールがあるようですけど。この都市計画道路についてはそうい
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った部分というのも一部は含んでいるのかな。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 路肩とか、そういったところの管理というお話でしたら、草刈り業務というところで河川沿い

は土木課のほうがやっておりますが、都市計画道路に関しては、あくまでも街路樹周辺の維持管

理だけになっております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 これは都市計画道路以外の道路だと思うんですけど、市のほうは都市計画道路以外にも花壇が

ある道路とか当然あるわけですけど。そちらのほうはアダプト制度等を使って花壇の維持を地域

の方にしていただくとか、そういう施策を取ってみえるんですけど。それでもなかなかメンバー

がそろわずに、アダプトもなかなか進まない地域もあると思うんです。そういうところは道路の

管理者としては、花壇の維持というのはどのように考えてみえるのか。これは都市計画道路じゃ

ないところの話になると思うので、話が戻るかも分かりませんけども、すみませんが。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 都市計画道路以外の道路である植樹帯等は土木課で管理させていただいておるんですけども、

あくまでも除草と剪定作業ですね、そういった作業をさせていただいておりまして、舗装までは

土木作業員等で気がついたところは掃除させていただいているというような状況でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 花壇でね、昔、樹木が植えてあって、全くなくなっているところもあるわけだね。そういうと

ころも今後植えていただけるということですか。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 長谷川です。 

 基本、ますがあるところには木は植えていきたいとは考えておりますが、恐らく視界が悪くな

るような場所ですとか、そういったところで、その辺は沿線の方とも相談をしながら、そのます

を生かすなら植える、植えないのならますを撤去して舗装するようなことをやっていきたいとい

うふうには考えております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 すみません、今、理解できんかったけど。今ある花壇を例えば壊して歩道にするとか、そうい

うことも考えていくということですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 そういうお話ではなくて、どうしても今、ますとして残っているところで、木がどうしても下

の状況が悪いのか、枯れてしまうところもありますので、そういったところはなるべく植え替え

をしていることは今も実際やっておりますが、まだ若干空きがあるところも承知しておりますの

で、そういったところはまた調査をして、樹木を植えるようなことを考えていきたいと思ってお

ります。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 どちらがいいのか僕も分からんのですけど、樹木があったほうがいいよという、何が何でも樹

木をという話なのか、管理ができないなら、みっともないものを残していくよりも歩道にしてく

れという意見も地域からはありますし、いろんなケースがあるとは思いますけど。ほったらかし

というのが一番いかんので、何らかの方向性を決めて、今、アダプト制度とかいろいろありまし
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ても、これからはなかなか進みにくい世の中になってきているような気もするんです。次のやり

方も考えていかんのかなというふうに思いますし、それともう１点、土木課長は知ってみえると

思うんだけど、道路の路肩でＪＲの敷地等で草が毎年生えてて、そういうのはＪＲのほうには指

導されてみえるんかな。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 松村でございます。 

 要望等はさせていただいて、草刈り等はしていただくようにお願いはしております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 毎年されてみえると言われたの。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 指摘等があったところについては要望を、草刈りをしていただくようにお願いはしているとこ

ろでございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 これは民間の土地でも、当然、ＪＲも一緒なんですけど、お願いをしとるわけだわね、市のほ

うとしては。道路管理上、草があんまりはみ出とる、何とかしてくれという話なんですけど。Ｊ

Ｒのほうにやってみえるんだね、本当に。話ししてみえるんだね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 ＪＲのほうには連絡していると思います。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 連絡して対応はしていただいていますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 そこまでは確認はしておりませんけども、やっていただけると思っております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 すみません、聞き取れませんでした。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 すみません、最後までは確認しておりません。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 それじゃあ、されてないかも分からんということやね。 

 これね、道路管理者、道路の見通し等が問題があって当然やってみえると思うんでね、これは

言っときましたで終わる話じゃないので、確認が取れてないというのもおかしな話で、やったか

やらんかも分からん。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 松村次長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 時間を置いて確認するようにいたします。 

 以上でございます。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 今後よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永です。 

 ごめんなさい、さっき聞き忘れていました。土地区画整理費のところで繰越明許費のことなん

ですけれども、ごめんなさいね、支出済額の４５％ぐらい繰越しになっているんですね。繰越し

になった経緯と内容と、次年度以降ということは今年度何かやっていらっしゃると思うので、こ

れの内容だけ教えていただけますか。２件ですかね。 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 繰越しにつきましては、まず委託料につきまして、ＵＲのほうに発注している工事業務、こち

らは調整業務等で、地権者の方がどいていただいてから工事をしたり、埋文調査をするというこ

とで、その部分が遅れて次年度へ持ち越しておる額になります。 

 補償費は、また地権者の方の状況が若干遅れて、次年度に持ち越して、令和２年度が３年度に

お支払いをするような状況になります。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永ですけども、要は、いろんな価値観の方がみえるので、すぐ御協力いただけまして、分か

りましたということにはなかなかならないとは思うんですけども。残ってる御理解と御協力がな

かなか届かない方がみえるということ、そういう理解でよろしいですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 
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 いろいろ御協力はいただいておるんですけど、相続とかいろいろ諸事情によりなかなか進まな

いときもございますので、反対されてるから進まないとか、ごねてるから進まないとか、そうい

うわけではなくて、実情によっていろいろ若干遅れておる状況にはなっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 事情を酌んでいただいて進めていると。なので、進捗に関しての大きな障害というと変ですけ

ども、そういった状況にはないという理解でよろしいですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 繰越しした事業に関しましては、国費がついてる部分は消化するという意味で、繰り越して早

急に令和３年度で事業が完了するように進捗を図っておるような状況でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかに８２、８３ページ、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 では、次の８４、８５ページ。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 すみません、度々、飛永ですけども。公共下水道費、流域下水道関連施設費というところ、２

５５ページなんですが、これの中で教えてください。備品購入費のとこにＡＥＤ購入とあります

けども、これは買換えされたんですか、それとも新しく設置されたんですか。どっちですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野でございます。 
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 こちらのほうが期限は切れておるということで、買換えになっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 もともとあったものを買換えをされたということですね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 もともとあったものです。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 ＡＥＤて定期点検が要ると思うんですけど、購入した場合は購入者が多分やるんですよね、違

いましたっけ。リースの場合はリース会社が稼働確認を定期的にやると思うんですけども、こう

いう管理はどうなっているんですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野です。 

 これは買取りになっておりますので、買換えになっております。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 買取りなので、買った人が稼働確認を定期的にやっているということですか。そういうことで

いいんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 
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 こちらのほうは設置しているほうで管理しているということになります。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 緊急時にちゃんと使えなきゃいけないものなので、しっかり管理していただきたいのと、これ

は設置はどこにされたんですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 １階の入り口のところに設置してあります。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 入り口のところというのは、入り口入った建物の中ですか。それとも入り口の建物の外ですか、

どちらですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 建物の中でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 となると、緊急時に建物が開いてないときは使えないということですね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 使えません。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 ＡＥＤを設置されとるところはどこでもそうなんですけど、特に公共施設だと外から見える場

所に設置してあると、使いたい人が使えない状態が起きたときに、こんな悔しい話は多分ないと

思うんですよね。消防士の体験談でもちょこちょこあるんですよ。せめて公共施設は外につけて

いただけんかなと思うんですけど。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 ＡＥＤの設置してあるのは、水の交流ステーションだけではなくて、他のところにも幾つか公

共施設は設置してあります。ですので、水の交流ステーションだけではなくて、全体的にどこに

設置すべきかというのは統一していきたいとは思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 たしか消防士の活動報告みたいなのがあって、このＡＥＤの話ってたしか一番賞を取ったって

いうと変ですけども、そういう話だったと思うんですけども。中にあって、いわゆる閉館しちゃ

ったら使えないわけなので、これはいわゆる施設を管理している側が買ったものだから、中にあ

っていいんだっていうことは、所有者の主張としては分からんでもないんですけど。だけど、本

質的な話からすると、緊急時に使いたい人が緊急時に使ってもらえるために置いてあると思うの

で、だったら外に置いていただいてと思うんですね。コンビニにもたしか設置している自治体が

あるんですけども、やっぱりそこはコンビニの方が困るっていうことが予測はされとったんだけ

ど、実際は全くなくて、２４時間のコンビニでも店の外に設置しているんです。だから、緊急時

に使えることで意味があるという本質からすると、今、中野課長補佐が言われたみたいに、ここ

だけじゃなく他の施設管理の方もみえると思うので、そこら辺お願いができればなと思いますけ

ども、どなたか答弁できる方はみえますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 岩田総務部長。 
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総務部長（岩田 喜一君） 

 総務部長、岩田です。 

 今、飛永委員が言われたとおり、各施設それぞれどこに設置してあるのか今は把握してないん

ですけども、例えば庁舎でしたら１か所、外に設置してある場所もあります。それぞれ施設の利

用の仕方ですとか、それぞれ管理はどのようにしているかいろいろ異なると思いますので、統一

して行うということはなかなか難しいとは思いますけども、今の飛永委員の御意見もしっかりお

聞きしましたので、対応できるかできないか一度検討してみたいと思います。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 緊急時に命を救ってあげようと思っている人が、救える命が救えるようにしっかり検討して、

設置場所の再検討をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかに８４、８５ページ。 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 山内です。 

 公園費の件なんですが、公園のグラウンド部分に広場というか、土のところがあるんですけど、

大体、地元の方がここでグラウンドゴルフをやっているんですが。公園設置後、年月がたつと芝

っていうんですかね、結構地下茎が地下に根っこがあって、そこから草がわーと生えてきて、そ

の草が邪魔で、放置していくとグラウンドゴルフで使えなくなってくると思うんですけど。この

草に対する対応というのは何かお考えはあるんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 長谷川次長。 

建設部次長兼都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 公園につきましては、基本的にはシルバー人材センター、もしくは地元の方々にお願いするよ
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うな形で除草・清掃は行っていただいております。 

 公園によってやり方はまちまちな部分も実際あるかと思います。草を少し生やすことで昆虫が

来る、そういったところで少し伸ばしているんだというのを実際聞いたところもありますし、反

対に、草が生えているとボールが転がらないですとか、そういったこともありますので、そこは

場所によってやり方も若干異なるんですが、そこの公園に合った管理というのは今後していきた

いと思いますので、草がないほうがいいというお話であれば、そこを管理している方と協議をし

たいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 山内委員。 

山内 徳彦委員 

 背丈これぐらいなんですけど、結構、蚊がいたりするんで、さっきおっしゃられたいろいろ水

はけが悪い。そういうのもあって、どうしても地面の根っこを取らないと、シルバーさんがやっ

てるところを見たんですけど、上のほうで根っこまで取れないので、生えてて何か支障がある公

園に関しては対策をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかに、８４、８５ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 次に、８６、７６ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 最後に、８８、８９ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、これで質疑を終わります。 

 なお、採決は明日の教育委員会の審査が終わってから行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 次に、認定第５号 令和２年度清須市水道事業決算認定について説明をお願いいたします。 

 中野上下水道課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野でございます。 

 認定第５号 令和２年清須市水道事業決算認定について御説明いたします。 

 別冊の令和２年度清須市水道事業決算書、清須市下水道事業決算書の３ページをお開きくださ

い。 

 認定第５号 

 令和２年度清須市水道事業決算認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度清須市水道事業決算を、別冊監査委

員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 １２、１３ページをお開きください。 

 初めに、収益的収入及び支出に関連します財務諸表、令和２年度清須市水道事業損益計算書に

ついて御説明いたします。 

 １．営業収益１億８千３８３万６千９９７円、（１）給水収益から（３）その他営業収益まで

です。 

 ２．営業費用１億７千４１０万５千５５８円、（１）原水及び浄水費から（６）資産減耗費ま

でです。 

 １．営業収益と２．営業費用の差引き９７３万１千４３９円が営業利益となっております。 

 ３．営業外収益２千４１万１千２７６円、（１）受取利息及び配当金から（４）他会計補助金

までです。 

 ４．営業外費用７７６万７千４４５円、（１）支払利息、（２）雑支出です。 

 ３．営業外収益と４．営業外費用の差引き１千２６４万３千８３１円に営業利益を合わせた経

常利益は２千２３７万５千２７０円となります。 

 ５．特別利益１６４万８千７７５円、（１）過年度損益修正益です。 

 ６．特別損失２５万７千６２１円、（１）過年度損益修正損です。 

 ５．特別利益と６．特別損失の差引き１３９万１千１５４円に経常利益を合わせた当年度純利



－46－ 

益は２千３７６万６千４２４円となりました。当年度純利益に前年度繰越利益剰余金２千４７６

万４千４８０円、その他未処分利益剰余金変動額６千３万３千６３２円を合わせ、当年度未処分

利益剰余金といたしまして１億８５６万４千５３６円となりました。 

 １４、１５ページをお開きください。 

 令和２年度清須市水道事業剰余金計算書 

 期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までであります。 

 表の最下段、当年度末残高を御覧ください。 

 資本金８億３千６９１万１千１１６円、資本剰余金合計３６１万２千７５６円、利益剰余金合

計１億５千１３万５千１７１円、資本合計９億９千６５万９千４３円となっております。 

 １６、１７ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出に関連します財務諸表、令和２年度清須市水道事業貸借対照表について御

説明いたします。 

 資産の部 

 １．固定資産、（１）有形固定資産１４億９千２０万１千５６円、イ．土地からト．建設仮勘

定までです。（２）無形固定資産６万４千７５０円、イ．電話加入権です。固定資産合計１４億

９千２６万５千８０６円。 

 ２．流動資産、流動資産合計１億８１９万１千３０６円、（１）現金預金から（３）貯蔵品ま

でです。 

 １の固定資産合計と２の流動資産合計を合わせまして、資産合計１５億９千８４５万７千１１

２円です。 

 負債の部 

 ３．固定負債、固定負債合計１億１千８８１万３千６３８円、（１）企業債です。 

 ４．流動負債、流動負債合計８千３４２万１千８８９円、（１）企業債から（４）引当金まで

です。 

 ５．繰延収益、繰延収益合計４億５５６万２千５４２円、（１）長期前受金です。 

 ３の固定負債合計から５の繰延収益を合わせまして、負債合計６億７７９万８千６９円です。 

 資本の部 

 ６．資本金８億３千６９１万１千１１６円 

 ７．剰余金、（１）資本剰余金３６１万２千７５６円、イ．受贈財産評価額です。（２）利益
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剰余金１億５千１３万５千１７１円、イ．建設改良積立金、ロ．当年度未処分利益剰余金です。 

 （１）資本剰余金と（２）利益剰余金を合わせた剰余金合計１億５千３７４万７千９２７円で

す。 

 ６．資本金と７．剰余金を合わせた資本合計は９億９千６５万９千４３円。 

 負債合計と資本合計を合わせた負債資本合計は１５億９千８４５万７千１１２円となっており

ます。 

 認定第５号の説明は以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永でございます。 

 今、御説明があって、監査委員さんからのコメントを見ると、前から言われていますが、水道

管の老朽化と耐震化の工事をどこかでやらなきゃいけないという形になると思います。財源とし

ては、基本的には営業収益の分からそっちにあてがっていくという格好になるんでしょうけど、

それにしてもまだ企業債もあってという運用状況の中でございます。多額の資金が必要になると

いう表現になっておりますけども。いつぐらいに耐震とか、いわゆる老朽化の工事に着手しよう

という計画と、あと、その資金繰りですよね、そういったものは現段階ではどんなふうにお考え

なのか、お聞かせいただけますか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野でございます。 

 現在、耐震化計画のほうについては、１０年間で耐震化するように考えておりまして、配水管

の２．３キロを１０年間で耐震化していく予定になっております。こちらのほうについては令和

７年度完了目標で進めております。 

 以上です。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 ありがとうございます。 

 もう１点、老朽化に対してというコメントもあるんですけども、これは経年劣化するものとか

の維持管理、また更新の費用だと思うんですけども。こういった工事計画、資金計画なんかはど

こかを見れば分かるんですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 現在、老朽化のものについては、まだそこまでやれてないというのが現状でございまして、耐

震化のほうと漏水等がございましたら、迅速に職員が現場対応して、管の取替え等を行っている

状況となっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 発生状況に対応した上で状況分析を行っていただいて、市民にとってみれば大事な命の水です

から、事業が安定して進むような資金計画を含めて、事業進捗の計画を含めて、何かで見えるよ

うな形になってくるとそろそろいいかなと思っております。 

 ここにもありましたように、市域における水道事業の一本化という言葉も出ておりますけども、

こういったところも今の事業に対しての出口施策の１つだと思うんですけれども。事業計画全体

が健全な状態にないと、結局、一本化したときにどっちかがどっちかの負債を負っちゃうみたい

なことになりかねないので、老朽化と耐震化ということに関しては、施設の維持管理、劣化に対

して、耐震だけじゃなくて、何かもうちょっと計画的にしていただくようなものが目に見えたら

なと。そのほうが安心するかなと思いますので、今後そういったものが何か目に見えるようにし

ていただければと思いますので、何かコメントがあればお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 
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上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 水道事業のほうですが、経営状況を見ながら耐震化のほうも進めていきますし、そういう更新

等ができるようであれば今後考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、これで質疑を終わります。 

 採決に入ります。 

 認定第５号 令和２年度清須市水道事業決算認定について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第５号 令和２年度清須市水道事業決算認定については、認定すべきものと決し

ました。 

 次に、認定第６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定について説明をお願いいたします。 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野でございます。 

 認定第６号 令和２年度清須市下水道事業の決算認定について御説明いたします。 

 別冊の令和２年度清須市水道事業決算書、清須市下水道事業決算書の４１ページをお開きくだ

さい。 

 認定第６号 

 令和２年度下水道事業決算認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度清須市下水道事業決算を、別冊監査

委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 ５１ページをお開きください。 
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 初めに、収益的収入及び支出に関連します財務諸表、令和２年度清須市下水道事業損益計算書

について御説明いたします。 

 １．営業収益６億７千４２９万６千７９６円、（１）下水道使用料から（３）その他営業収益

までです。 

 ２の営業費用１３億５千６００万８千３０２円、（１）管渠費から（８）資産減耗費までです。 

 １．営業収益と２．営業費用の差引き６億８千１７１万１千５０６円が営業損失となっており

ます。 

 ３．営業外収益９億５千３８８万２千６３３円、（１）他会計負担金から（３）その他営業外

収益までです。 

 ４．営業外費用１億８千８０９万３千７４１円、（１）支払利息、（２）雑支出です。 

 ３．営業外収益と４．営業外費用の差引き７億６千５７８万８千８９２円となっておりまして、

これに営業損失を合わせた経常利益は８千４０７万７千３８６円となります。 

 ５．特別利益６１４万７千４０４円、（１）過年度損益修正益、（２）その他特別利益です。 

 ６．特別損失２万７千７２７円、（１）過年度損益修正損です。 

 ５．特別利益と６．特別損失の差引き６１１万９千６７７円に経常利益を合わせた当年度純利

益は９千１９万７千６３円となりました。 

 当年度純利益に前年度繰越欠損金４億５千３５２万７千１７円を合わせ、当年度未処理欠損金

といたしまして３億６千３３２万９千９５４円となりました。 

 ５２、５３ページをお開きください。 

 令和２年度清須市下水道事業剰余金計算書 

 期間は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までであります。 

 表の最下段、当年度末残高を御覧ください。 

 資本金９億３千１５万２千円、資本剰余金合計９億９千８３１万６千４０２円、利益剰余金合

計マイナス３億６千３３２万９千９５４円、資本合計１５億６千５１３万８千４４８円となって

おります。 

 ５４、５５ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出に関連します財務諸表、令和２年度清須市下水道事業貸借対照表について

御説明いたします。 

 資産の部 
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 １．固定資産、（１）有形固定資産合計２６０億４１７万７千２２４円、イ.土地からホ．建

設仮勘定までです。（２）無形固定資産２４億１千３７万７千８１０円、イ．施設利用権からハ．

電話加入権までです。（３）投資その他資産４５４万５千１４６円、イ.出資金、ロ．長期前払

費用です。固定資産合計２８４億１千９１０万１８０円。 

 ２．流動資産合計１７億３千２０８万１千４３６円、（１）現金預金から（４）前払金までで

す。 

 １の固定資産合計と２の流動資産合計を合わせまして、資産合計３０１億５千１１８万１千６

１６円です。 

 負債の部 

 ３．固定負債、固定負債合計１３１億９千８９０万４千５１２円、（１）企業債、（２）その

他固定負債です。 

 ４．流動負債、流動負債合計１２億９千６２４万４千６７９円、（１）企業債から（５）その

他流動負債までです。 

 ５．繰延収益、繰延収益合計１４０億９千８９万３千９７７円、（１）長期前受金です。 

 ３の固定負債合計から５の繰延収益を合わせまして、負債合計２８５億８千６０４万３千１６

８円です。 

 資本の部 

 ６．資本金９億３千１５万２千円。 

 ７．剰余金、（１）資本剰余金９億９千８３１万６千４０２円、イ．受贈財産評価額からハ.

国庫補助金までです。（２）利益剰余金マイナス３億６千３３２万９千９５４円、イ．当年度未

処理欠損金です。（１）資本剰余金と（２）利益剰余金を合わせた剰余金合計６億３千４９８万

６千４４８円です。 

 ６．資本金と７．剰余金を合わせた資本合計は１５億６千５１３万８千４４８円。 

 負債合計と資本合計を合わせた負債資本合計は３０１億５千１１８万１千６１６円となってお

ります。 

 認定第６号の説明は以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。 



－52－ 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 質疑ないようですので、全体的な話で少しお伺いしたいことがあります。 

 先ほども少しお話ししましたように、下水道事業を進めてまいりまして、１期・２期終了いた

しまして今３期目に入ったということで、３期目に入ってきて整備の速度が鈍くなってきたなと

いうような印象を受けるんですが。今、現状、進捗率というのと、もし計画ができているのであ

ればいつまでに３期が終わるのか。地域の方も面整備に入りましたよということのお知らせを受

けても、自分の家の計画もいろいろあると思うんですよね。そういった中で、いつ工事に入って

いただけて、いつ面整備が終了するのかというのを大変皆さん危惧されているということなんで、

お答えしていただきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野でございます。 

 現在、清須市のほうで令和２年度末で普及率のほうが３０．７％、整備のほうが進んでおりま

す。本来であればアクションプランに沿って整備のほうを進めていきたいんですが、どうしても

費用が大変かかりますので、今、中長期の経営戦略のほうを策定いたしまして、その経営戦略に

合わせて整備のほうを進めているような状況になっておりまして、ホームページのほうでも公表

しております下水道事業中長期経営戦略の中に書いてあります、今、工事の範囲のほうは、正直

なところ若干遅れてるような状況になっております。 

 地域の方から問合わせ等がございましたら、その辺ですね、混乱しないように、現実的な整備

ができる範囲を説明させていただいております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 先ほど私が聞きました３期の分の進捗率というのは、３期が完了するのはいつ頃になるかとい

うことです。 



－53－ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 下水道事業の認可のほうなんですけど、５年ごとに区域のほうを広げておるような状況になっ

ております。こちらのほうなんですけど、もともと一番最初に認可した区域、２期の部分につい

ても進めてはいるんですけど、具体的な２期目の部分が今どれだけ進んでいるかというのは、全

体的な普及率的なものというのは、先ほど言った普及率になっておりますが、認可の区域のほう

でというのは、調べて回答させていただきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 前に３期の計画が発表されたんですけど、３期については、まだどこも工事が進んでないとい

うことですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 工事のほうの着手自体はできてないです。 

伊藤 嘉起委員 

 ゼロっていうこと、３期分として発表したところは。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 ３期分の部分をどれだけ進んでいるかというのは、また調べさせていただいて報告させていた

だきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 いつまでにということは分からんわけですか。 

 先ほど住民の方から問合せがあればお答えしとるいうのだけど、どういう答えを出してみえる

の。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 まず、今年度やるところについては、いつ頃に工事が入るというものと、翌年度の来年度やる

というところについては、当然、議会のほうでの議決を取らないと予算自体が確定しないので、

なかなかできないんですけど、設計等進んでいるところ、計画をしているところについては、来

年度こういうところを進めていきたいという御説明はさせていただいております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 また、その辺、教えていただきたいと思います。 

 それと、もう１点ですね、下水道事業と治水対策というのは、ある程度効率を上げるという意

味では避けて通れん部分もあると思うんですよね。そういった部分で、国交省のほうも河川のほ

うを大幅に強靱化の見直しをかけて、全国の何千河川ですか、予算をつけてきたわけですけど。

これは何だといいますと、温暖化の中で今までの想定を上回る雨が降るようになったというのが

常識化してきたといった中で、たまたまここ数年、清須市では道路冠水もそれほど出ておりませ

んが、今後このような下水道事業、都市下水路も含めてなんですけど、進めていく中で、例えば

清須市内で道路冠水しやすい地域を先行してやらないかんとか、そういうことで見直しというの

は検討はされているのかされてないのか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 現在は道路冠水のところを優先的にやるというふうではなくて、整備率が低い排水区のほうで

すね、今であれば土田排水区のほうと水場川右岸排水区の管路の整備を進めております。こちら

のほうについても今の計画のところを進めていきたいと思っております。 

 ポンプ場のほうについても、豊田川ポンプ場、堀江ポンプ場のほうはストックマネジメント計

画に基づいてポンプの増強等もしておりますので、今後もそのとおりに進めていきたいと思って

おります。 

 以上です。 
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建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 まだまだ基のハードの部分でやらないかんところがあるんで、まずはそっちのほうをやってか

らということになるのですかね。第３次の計画等が発表されたわけですけど、もっと急がないか

んようなとこもあるんじゃないかといろいろ思うんですけど、その辺も加味した上での発表であ

るということで理解してよろしいですよね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 中野補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 現在の計画を計画どおり進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 伊藤委員。 

伊藤 嘉起委員 

 ありがとうございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、これで質疑を終わります。 

 認定第６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成であります。 

 よって、認定第６号 令和２年度清須市下水道事業決算認定については、認定すべきものと決

しました。 

 最後に、議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金について説明をお願いい

たします。 

 中野課長補佐。 
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上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野でございます。 

 続きまして、議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分について御説

明いたします。 

 提出案件の２５ページをお開きください。 

 議案第４０号 

 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金の処分について 

 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金１億８５６万４千５３６円のうち、７千２４万６

千１６円を資本金に組入れ、残余を繰り越すことについて、地方公営企業法第３２条第２項の規

定により、議会の議決を求める。 

 令和３年８月３０日提出 

 清須市長 永田純夫 

 別冊の令和２年度清須市水道事業決算書、清須市下水道事業決算書の１４ページ、１５ページ

をお開きください。 

 下の表を御覧ください。 

 令和２年度清須市水道事業剰余金処分計算書（案）について、主な内容を御説明申し上げます。 

 当年度の資本金、資本剰余金、未処分利益剰余金の残高は、ここに記載のとおりでございます。 

 議会の議決による処分額といたしまして、当年度末残高の未処分利益剰余金１億８５６万４千

５３６円から繰越利益剰余金処分相当額１千２１万２千３８４円、減債積立金取崩相当額５６１

万円、建設改良積立金取崩相当額５千４４２万３千６３２円を資本金に組み入れる処分案として

おります。処分後の残高は、繰越利益剰余金として３千８３１万８千５２０円となります。 

 議案第４０号の説明は以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 それでは、これで質疑を終わります。 

 採決に入ります。 

 議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第４０号 令和２年度清須市水道事業未処分利益剰余金については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 以上で、建設文教委員会に付託されました建設部所管の議案についての審議は終了いたしまし

た。 

 なお、回答がまだ保留の部分につきましては、明日朝、教育委員会所管に入る前に御回答いた

だきたいと思います。 

 それでは、以上で、建設文教委員会に付託されました所管審議は終了いたします。 

 明日午前９時３０分から教育委員会所管についての御審議をいただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 これをもちまして本日は散会いたします。 

 早朝より御苦労さまでございました。 

（ 時に午前１１時４５分 散会 ） 
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清須市議会委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 
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